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＜緊急対策会議の構成＞ 

校長、副校長、主幹、 

関係主任、養護教諭、関

係職員、学級担任・学年

担任等から構成する 

＜生徒への対応＞ 

該当生徒、学級、学年集会、 

全校集会、部活単位 

＜保護者への対応＞ 

該当生徒の保護者、学級保護者

会、学年保護者会、全校保護者

会、PTA 常務理事会 

＜関係機関への対応＞ 

大学、警察署、病院、消防署、

児童相談所、教育相談機関、

独立行政法人日本スポーツ振

興センター、マスコミ 

記録を開始する 

対策本部設置 

緊急対策会議 

緊急職員会議 

具体的対応 

情報の収集・事実の確認 

応急対応・措置 

事後対応 

竹早小学校 管理職 

危機の発生 

教員・事務職員 



１．校内における緊急事故発生時の対応 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

事後措置 

1） 事故発生時に現場にいたものは、後日、事故報告書を文書で校長に報告する。 

2） 保護者への連絡は速やかに行う。連絡がつかない場合は学校で判断し、受診後報告する。 

3） 事故後の経過を必ず、保護者から確認する。（例えば、いつまで入院が必要か、体育の

授業を受けられるか、欠席期間など） 

4） 日本スポーツ振興センターの医療費給付制度を使用するかどうか、保健室から確認する。 

5） 受診のためのタクシー等を利用したときは、学校負担とする。領収書を受け取り、養護

教諭に連絡する。 

6） 大学へは校長が連絡する。 

 

 

 

事故発生時、現場にいた教員・生徒 

職員室・保健室・事務室 

対応した教員から

担任・学年教員へ 

保護者の希望する医療機関または、

学校で判断した近隣の医療機関 

保護者 校長・副校長 

大学 



東京学芸大学附属竹早中学校長殿 

 

    年   月   日 （  ）       記載者氏名        印   

事故報告書 

生徒氏名等 

 

 

氏名 

 

 

クラス  年  組 男・女 

事故の起きた場所 

校舎内 

 

教室（    ）体育館 学年ロビー  廊下 階段 玄関 

 

校舎外 校庭 プール 通学路 その他（    ） 

事故発生の場面 

授業中（教科       ）  特別活動中  部活動中            

休み時間中   登下校中             

その他（            ）  

事故発生日時 

令和    年    月    日（   曜日） 

 

午前・午後     時     分ごろ 

事故発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置状況 病院名：     診断名：     校内からの同行者： 



２．緊急事故発生時の連絡 

医療機関 

  学校医の先生方 

    

  

  

 

 

近隣の医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整形外科   齊藤整形外科     （3941）8052 （お茶の水女子大前） 

皮膚科・形成 てしま皮膚科・形成外科（5804）1241 （春日駅そば白山通り） 

脳外科    おとわ内科・脳神経外科（6662）7755 （音羽クリニックビル） 

緊急時    都立大塚病院     （3941）3211 （丸の内線新大塚） 

日本医科大学付属病院 （3822）2131 （根津神社前） 

救急車 119   連絡後、必ず正門で到着を待ち、教職員が誘導すること 

 

内科  新島 新一 （3997）6000 

      （新島小児クリニック） 

    歯科  河野正剛   （3811）5456 

      （河野歯科医院） 

内科    三橋医院   （3816）3284 小石川 4－20－1 

 

内科／外科 小石川医院  （3816）3151 春日 2－10－18 

 

歯科    河野歯科医院 （3811）5456 小石川 1－16－11 

 

      鍋山歯科クリニック（3868）3388 小石川 4－21－4－2F  

 

眼科    良田眼科   （3816）1300  小石川 4－21－2－2F 

 

耳鼻科   伝通院クリニック（6912）1565 小日向 4－6－18 
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校内救急体制 

東京学芸大学附属竹早中学校 

【第１次対応】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

救急車要請の基準 
 

①意識不明、呼吸・脈拍停止の場合 
              ②アナフィラキシーショックの可能性がある場合  

                 ③意識混濁がみられる場合 
④ショック症状がみられる場合 
⑤けいれんが持続する場合 
⑥多量の出血が見られる場合 
⑦脳内出血（頭部打撲等）の可能性がある場合  
⑧内臓、脊椎損傷の可能性がある場合 
⑨激痛が持続する場合 
⑩骨の変形が見られる場合 
⑪大きな解放創 
⑫広範囲の火傷 

事故発生 

A＜第一発見者＞ 

いつ（受傷時刻）・どこ（受傷部位）・どんな

（けがの様子）・どうして（原因）など 

B＜校長・副校長・主幹＞ 

【救急車要請】 

【校内体制組織】 

【附属学校課 042-329-7805

に連絡】 

C＜担任＞ 

【事故発生状況把握】 

【学級管理依頼】【学年連絡】 

D＜養護教諭または教職員＞ 

【応急処置】 

【必要に応じて校医に連絡】 

 

保護者連絡 

言葉に注意して話す 

① まず傷病状況を説明 

② 事故発生状況説明 

③ 来校・来院の確認 

④ 保険証持参を依頼 

移送手配 

【救急車手配】 

救急車・医療機関への付添者の

決定。 

【タクシー】 

03-3814-1111（日の丸） 

03-3643-6881（帝都） 

※付添者は学校への連絡を密に

し、校長・副校長の指示を受け

る 

医療機関連絡 

【容態および保護者との相談で

決定】 

① 学校名を伝える 

② 傷病者の年齢、性別、容態を

説明 

③ 受け入れを確認 

④ 移送中の注意を聞く 

保護者に医療費給付について説

明する（用紙配布） 

すぐに保護者に連絡がつかなか

った場合は 

① かかりつけ医の有無確認 

② 受診後なるべく早く保護者

に連絡し以下を伝える 

③ 傷病の状況について 

④ 病院での処置について 

⑤ 後日保険証を持参し、医療機

関へ行っていただくこと 

⑥ 医療費について 

E＜学年・教職員＞ 

他の生徒の掌握と指導。 
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【第２次対応】 

第二次対応は、当事者と保護者のみならず、事故の状況によって、学年、学校全体の保護者への連絡や報告を

迅速かつ適切に行うとともに、校外の関係機関との連絡・報告を速やかに行う。 

 さらに、事故発生状況や事故原因の調査をすすめ、問題点の改善と生徒への安全指導をすすめる。 

 

 

 

 

 

校長・副校長・主幹 

 

 

 

 

校医、附属学校運営部 

病院 

警察、報道関係 等 

 

 

 

 

 

 

担  任 

 

 

 

 

 

家  庭 

 

 

 

 

養 護 教 諭 

 

 

 

 

 

 

 

日本スポーツ 

振興センター 

 

 

 

 

事後処理 

① できるだけ事故当日のうちに、事故発生の原因、状況について担任（担当教諭）は調査し、事故記録（報告

書）を作成する。 

② 受傷した生徒と保護者に対しては、誠意をもってあたる※相手がいる場合には、その保護者にも連絡をする。 

③ 事故が再度起こることのないよう、全教職員に報告・検討・対処し、生徒への指導を徹底する。 

④ 事故記録から、事故報告書を附属学校課に提出する。（管理職） 

⑤ 医療費給付申請のための手続きを行う。（養護教諭） 

 



局番なし １１９ 

  救急車の呼び方 
 

 

 

火事ですか？救急ですか？ 

 

そこは何区、何町、何丁目、 

何番ですか？ 

 

どうしましたか？ 

 

電話番号を教えてください 

 

（予備質問）何か目印は 

ありますか？ 

 どこから入りますか？ 

 

 

 

電話をしているあなたの 

お名前を教えてください。 

 

【 救急車が来るまでにすること 】 

①管理職･クラス担任･学年主任に連絡する。 

②救急車に連絡した電話をあけておく 

③正門を大きく開け、救急車の誘導する者を配置する。 

  （下校庭脇の入り口からも入構可能。鍵の番号は        ） 

④保護者への連絡（希望する医療機関があれば聞く） 

⑤校医へ連絡（必要時） 

⑥緊急時連絡資料用意（環境調査書・保健調査票・健康手帳など） 

⑦学校携帯電話用意 

⑧記録を取る 

 

 

救急車をお願いします 

文京区小石川４－２－１  東京学芸大学附属竹早中学校です 

事故の状況・人数・年齢・性別・意識、呼吸、出血の有無など 

０３－３８１６－８６０１ 

春日通りをまっすぐ、都立竹早高校の隣です。 

（校内に入る場合） 

春日通り沿いの正門から入ると誘導の者がおります。 

 

 

  

教員の○○○○です。 

 

 



３．登下校時における不測の事態発生時の対応 

 

登下校時に発生する不測の事態として、電車内外での痴漢による

被害、混雑した電車内での怪我、交通事故による被害、転倒した際

の怪我、電車事故による遅刻といったことが予測される。不測の事

態の対応として以下のとおり行動する。 

 

1）生徒は、駅員や通行中の人や、店の人など、近くの人に助けを 

求める。 

2）生徒は、家庭、学校に連絡を入れる（入れてもらう）。 

3）学校は連絡内容を受け、適切な指示を出す。緊急を要する場合、

教職員が現場に駆けつけ対応にあたる。 

4）現場に駆けつけた教職員は、被害の様子を把握し、家庭・病院・

警察・学校と連絡をとる。 

5）校長は、附属学校運営部へ報告する。 

6）事後は、文書で校長へ連絡する。 

 

 

 

 

 



４．不審者進入時の対応 

・ 緊急事態を認識した教職員は、近くの生徒を避難させ、直ちに職員室へ連絡すると

ともに、非常ベルを鳴らす。尚、状況によっては、非常ベルを鳴らすことによって、

却って不審者を刺激することになるおそれがあるので、臨機応変に対処する。 

＜非常ベル設置場所＞・職員室（警察直通） ・１階エレベーター横 ・音楽室 

          ・国語室       ・数学室       ・技術室 

・ 非常事態時を竹早小学校にも直ちに連絡する。 

・ 非常事態時は、校内放送で全員に知らせることもある。その際、不審者を刺激しな

いように配慮する。 

＜放送の例＞「ピンポンパン‥‥高村直弼(なおすけ)先生、高村直弼先生、○○室

へおいでください。繰り返します。‥‥‥」 

不審者の校内への立ち入りを未然に防ぐための方策 

１） 警備員を朝 8：00～4：00 の間、正門に配置する。 

２） 警備員の休憩時間は、竹早小・中学校の教職員を配置する。 

３） 来校者は、名前、訪問先を記入した後、正門でプレートを胸につけ、校内に立

ち入ることができる。 

４） 公開研究会等では、多数の参加者が校内へ立ち入ることが見込まれる。その際

は、正門で、参加者であることを確認し、校内への立ち入りを許可する。 

５） 不審者と思われる者には、校内への立ち入りを断り、事務室・職員室に連絡を

入れる。  

６） 正門での警備状況を、常時事務室でモニターし、警備の強化を図る。 

７） 土・日曜日や、長期休業中に部活動等を行う場合は、門扉は閉めておく。ただ

し施錠はしなくてもよい。 

８） 部活動等活動場所が、校庭や体育館の場合は、校舎の施錠は行う。 

不審者が校内に立ち入った場合の対応 

１） 生徒を安全な場所に避難させる。竹早小学校にも事態を知らせる。 

不審者から離れる方向に、生徒を避難させる。不審者が校舎内にいるときは運

動場へ、不審者が校舎外にいるときは、校舎内へと適宜判断し生徒を誘導する。

指揮は、副校長（主幹・指導部主任）が行い、避難の指導は、教員があたる。 

２） 警察への連絡を直ちに行う。 

教員の力による制止は極力避け、警察官が来るのを待つ。 

３） 不審者には極力刺激しないように配慮し、生徒の安全を図りつつ警察官の到着

を待つ。場合によっては身を守るため、椅子、モップなどを持つこともある。 

＊校長は、事態収拾後、速やかに附属学校運営部へ報告する。 



５．大規模な地震に係わる警戒宣言発令時の対策 

① 警戒宣言が発令されたら、ただちに竹早中学校対策本部（以下、対策本部と

略す）を校長室に置く。 

対策本部は、校長、副校長、主幹、教務主任、指導部主任、養護教諭、各学

年主任で構成する。本部長は校長が務める。ただし校長不在の時は副校長が、

副校長不在の時は主幹がつとめる。 

② 対策本部は生徒の安全確保、帰宅指導、及び学校管理、教職員の帰宅等につ

いての検討、指示を行う 

③ 対策本部は全校生徒を校庭の中央に集合させ、今後の措置について説明する。 

④ 生徒の帰宅についての措置は次の通りとする。 

徒歩３０分以内で帰宅できる生徒は、できるだけ同じ方向の生徒どうしでま

とまり、徒歩で帰宅させる。 

帰宅時間がそれ以上かかり、電車等を利用せざるを得ない生徒は、２時間程

度校庭で待機させ、１年生から、できるだけ同じ方向の生徒でまとまり帰宅

する。その後、３０分後に２年生、さらに３０分後に３年生を帰宅させる。 

ただし、兄弟姉妹がいる時は、一緒に帰宅させる。 

以上の帰宅方法については事前に保護者に記入してもらう警戒宣言発令時

対策カードにもとづいて実施する。 

⑤ 生徒の完全下校後、対策本部は教職員の帰宅計画を指示する。ただし、対策

本部は生徒下校から最低１２時間は学校に置く。 

⑥ 生徒の下校完了前に大規模地震が発生した場合は、本校の消防計画に従い、

残った生徒の安全確保に最善をつくす。 

⑦ 広域避難場所への避難は、公共機関の避難命令及び対策本部の判断により開

始する。 

非常災害緊急対策備蓄物資 

食料（１・２・３年用、各３日分） 

主食・副食 水 ブランケット 個人用トイレ 

非常用健康食品セット 750ｍｌ 軽量アルミシート ３日分 

（食料は卒業前に３年生に返却し、新入生の非常食を補充する。補充費は自己

負担とする） 

その他                                 

毛布一人一枚、ローソク４８本、さらし木綿１２反、医薬品、メガホン１２

個、ライター１２個、つるはし５個、スコップ６個、ロープ 100m２個、    

ヘルメット３１個、懐中電灯５個、青色シート１０枚、ジャッキ２t 用２個、

バール５個、浄水器、トイレットペーパー、鉄筋カッター１個、ご飯類 550

食、水（12 ㍑×200 箱）、カンパン・ビスケット 500 食 



６．広域避難場所及び避難経路 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



７．地震に関わる避難時の行動①（授業中） 

授業中や学活中等，生徒が教員の管理下にある場合の，緊急地震速報受信時および地震発

生時の避難は，次の通り行う。 

本部の行動・放送 教員の行動 生徒の行動 

＜サイレン・緊急連絡放送
＞ 

「只今，地震が発生しまし
た。（緊急地震速報が出ま
した。）机の下に入り，自
分の身を守りなさい。」（通
電時） 

＜指示＞ 

「机の下に入りなさい。」（頭を保護させ

る） 

・生徒を落ち着かせる 

・壁や窓ガラス，大きな家具等から離れさ

せる。 

 

・頭を保護し，落

ち着いて行動す

る。 

 

 

＜揺れが弱まったら＞ 

・学校安全委員，職員室集

合。 

情報を収集し，避難経路・

場所を確認する。 
（自習の教室に，職員を派遣す

る） 

＜揺れが弱まったら＞ 

「机の下から出なさい。けがはありません

か？」 

・負傷者の有無，危険箇所の有無を確認す

る。 

・ドアを開けるように指示し，窓を教師が

開ける。 

＜一次避難＞ 

・指示があるまで，

教室内で待機す

る。 

 

 

＜放送＞（各階へ指示） 

「（揺れは収まりました
が，余震の心配がありま
す。）只今より校舎外に避
難します。先生の指示に従
って，落ち着いて避難して
ください。」（通電時） 

 

・天候やガラスの落下など

の状況に応じて二次避難

場所を決める。 

＜安全確認，避難方法の確認＞ 

・学年ロビーに出て，他教室の教員と避難

順序・経路・役割を確認する。 

「今からグランドに避難します。本などで

頭を守り，落ち着いて行動してください。

黙って，廊下側の列から順に１列で歩いて

避難します。」 

・出席簿を持ち，生徒を誘導する。 

・校舎外に出る際や体育館脇の階段を通る

際，ガラスの落下等に注意を喚起する。 

 

 

 

・本などで頭を保

護する。 

 

 

・校舎外に出ると

きは，ガラスなど

の落下に注意す

る。 

＜避難場所で＞ 

被災場所の有無を確認す

る。 

 

生徒の人数確認の報告を

受け，避難状況を確認す

る。 

 

＜避難場所で＞ 

 

 

・生徒を出席番号順に並び替えさせ，人数

と不在者の有無を確認し，集合係（生活指

導主任）に報告する。集合係は管理職に報

告する。 

＜二次避難＞ 

・教師の誘導で避

難場所に行き，全

校集会の隊形で、

来た順に座る。以

下，教師の指示に

従う。 

＊生徒の避難誘導を優先し，避難場所で状況を確認した後，各自の分担任務に就く。 

（ただし，火災発生などの際は，生徒の避難誘導に関わらない教員は、初期消火に当た

るなどする。） 

＊避難状況及び被災状況を把握後、校長は附属学校運営部に報告する。 

＊生徒を安全に下校させるのと並行して、緊急対策会議にて今後の見通しを立てる。 



７．地震に関わる避難時の行動②（休み時間中） 

昼休み，業間時，放課後等，生徒が教員の管理下にない場合の，緊急地震速報受信時およ

び地震発生時の避難は，次の通り行う。 

本部の行動・放送 教員の行動 生徒の行動 

＜サイレン・緊急連絡放送＞ 
「只今，地震が発生しまし
た。（緊急地震速報が出まし
た。）机の下に入り，壁や大
きな家具から離れ，自分の
身、特に頭を守りなさい。」
（通電時） 

＜指示＞（近くに教員がいる場合） 

「机の下に入りなさい。」（頭を保護

させる） 

・生徒を落ち着かせる 

・壁や窓ガラス，大きな家具等から

離れさせる。 

・その場に頭を抱えて

しゃがむなど，頭を保

護し，落ち着いて行動

する。 

・体育館やグランドに

いる生徒は，中央に集

まり，壁から離れる。 

＜揺れが弱まったら＞ 

＜放送＞（各階へ指示） 

「揺れは収まりました。指示
があるまで、そのまま待機し
てください。」（通電時） 

・学校安全委員，職員室集合。 

情報を収集し，避難経路・場

所を確認する。 

＜揺れが弱まったら＞ 

＜教員、配置場所に着く＞ 

「机の下から出なさい。けがはあり

ませんか？」 

・負傷者の有無，危険箇所の有無を

確認する。 

・ドアを開けるように指示し，窓を

教師が開ける。 

＜一次避難＞ 

指示があるまで，その

場で待機する。 

 

＜放送＞（各階へ指示） 

「（揺れは収まりましたが，
余震の心配があります。）只
今より校舎外に避難します。
先生の指示に従って，落ち着
いて避難してください。」（通
電時） 

 

・天候やガラスの落下などの

状況に応じて二次避難場所

を決める。 

＜安全確認，避難方法の確認＞ 

・近くの教員と避難順序・経路・役

割を確認する。 

「今からグランドに避難します。本

などで頭を守り，落ち着いて行動し

てください。黙って，廊下側の列か

ら順に１列で歩いて避難します。」 

・出席簿を持ち，生徒を誘導する。 

・校舎外に出る際や体育館脇の階段

を通る際，ガラスの落下等に注意を

喚起する。 

 

 

 

・本などで頭を保護す

る。 

 

 

・校舎外に出るとき

は，ガラスなどの落下

に注意する。 

＜避難場所で＞ 

被災場所の有無を確認する。 

 

生徒の人数確認の報告を受

け，避難状況を確認する。 

＜避難場所で＞ 

・生徒を出席番号順に並び替えさ

せ，人数と不在者の有無を確認し，

集合係（指導部主任）に報告する。

集合係は管理職に報告する。 

 

＜二次避難＞ 

避難経路通りに避難

場所に行き，全校集会

の隊形で、来た順に座

る。以下，教師の指示

に従う。 

＊生徒の避難誘導を優先し，避難場所で状況を確認した後，各自の分担任務に就く。 

（ただし，火災発生などの際は，生徒の避難誘導に関わらない教員は、初期消火に当た

るなどする。）                              

＊避難状況及び被災状況を把握後、校長は附属学校運営部に報告する。 

＊生徒を安全に下校させるのと並行して、緊急対策会議にて今後の見通しを立てる。 

 



8．火災に係わる避難時の行動の流れ 

 

本部の行動・放送 教員の行動 生徒の行動 

＜サイレン・緊急連絡放送＞ 
「只今，○○階の火災報知機
が作動しました。確認してお
りますので，次の放送にご注
意ください。」 

 
・火元の確認，出火の具合を

確認，避難をするかどうか判

断を下す。 

 

＜サイレン・緊急連絡放送＞ 

・教員は各担当場所に行き，次の放

送があるまで静かに待つように指

示する。 

・生徒を落ち着かせる。 

・窓を閉める。 

 

＜安全確認，避難方法の確認＞ 

・近くの教員と避難順序・経路・役

割を確認する。 

・その場で落ち着いて

待機し，次の指示を静

かに待つ。 

・ハンカチや布など，

口元や頭部を守れる

ものが手近にあれば

用意しておく。 

 

＜避難が必要な場合＞ 

＜放送＞（各階へ指示） 

「只今，中学校棟○○階△△
室より出火。繰り返します。
中学校棟○○階△△室より
出火。先生の指示に従って，
直ちに校庭に避難してくだ
さい。」 

 
・学校安全委員，職員室集合。 

情報を収集し，避難経路・場

所を確認する。 

＜避難開始＞ 

「今からグラウンドに避難します。

煙を吸わないよう，口元を覆いなが

ら，落ち着いて避難してください。

黙って，廊下側の列から順に１列で

歩いて避難します。」 

 

・出席簿を持ち，生徒を誘導する。 

・校舎外に出る際や体育館脇の階段

を通る際，煙や，落下物など，安全

に避難誘導ができるよう注意する。  

・学年ロビーに出て，

並ぶ。 

・口元と鼻をおおいな

がら，教員の指示で避

難を開始する。 

＜避難場所で＞ 

・被災者の有無を確認する。 

 

生徒の人数確認の報告を受

け，避難状況を確認する。 

 

各所と連絡のやりとりをし，

生徒の安全確保と現状の把

握につとめる。 

＜避難場所で＞ 

・生徒を出席番号順に並び替えさ

せ，人数と不在者の有無を確認し，

集合係（指導部主任）に報告する。

集合係は管理職に報告する。 

 

・避難場所に着いたら

教員の指示で各クラ

ス出席番号順に並び

直して待機する。 

 

 

＊生徒の避難誘導を優先し，避難場所で状況を確認した後，各自の分担任務に就く。 

（ただし，生徒の避難誘導に関わらない教員は，初期消火に当たるなどする。） 

＊避難状況及び被災状況を把握後、校長は附属学校運営部に報告する。 

＊生徒を安全に下校させるのと並行して、緊急対策会議にて今後の見通しを立てる。 

 

 

 

 



 



10．竹早中学校消防隊編成表 

 

消防隊長（校長）、同副隊長（副校長）、本部付（主幹）、各班長、班員をもって、

以下の通り竹早中学校消防隊を組織する。 

 

班別  火災時の任務概要 地震警戒宣言発令時

の任務概要 

地震発生時の任務概要 

通報連絡班 ・校内への通報及び避難状

況の把握 

・学校外への通報及びその

確認 

・公設消防隊の誘導 

・行政機関、消防機関、

マスコミ等への指

示 

・報道の収集、鉄道等

の交通機関の運行

状況の把握 

・その他必要な情報の

収集 

・情報収集体制の早期確

立 

・出火防止の呼びかけ 

避難誘導班 ・生徒の安全な避難誘導と

その管理 

・公設消防隊到着時の生徒

の事故防止 

・避難終了後の確認 

・生徒の帰宅の指示、

点検 

・生徒の安全措置及び避

難誘導 

・避難終了後の確認 

初期消火班 ・消火栓等指定された消防

設備の操作及び注水消火 

・消化器、消火栓等の

点検 

・火災の初期消火 

防護安全班 ・防火扉の開閉、非常口等

の確保 

・使用中の電気、ガス、危

険物等の安全装置 

・校内のガス、化学薬

品、転倒のおそれの

ある物品等の点検 

・備蓄食糧、飲料水、

その他備品の点検 

・非常口の確保 

・使用中の電気、ガス、

危険物等の安全措置 

・門出入り者の管理及び

盗難等の管理 

搬出班 ・非常持ち出し品の搬送及

び管理 

・飛び火、盗難等の警戒及

び防止 

・非常持ち出し品（ハ

ンドマイク、ラジ

オ、トランシーバ

ー、テント、シャベ

ル等）の確保 

・指導要録、出席簿等

を金庫に保管し、鍵

を対策本部長に渡

す 

・非常持ち出し品の搬送

及びその管理 

・門出入り者の管理及び

盗難等の防止 

救護班 ・負傷者等の応急措置 ・医薬品、健康カード、

担架等の確保 

・負傷者等の応急措置 

 

 

      

 

 



１1．光化学スモッグ公害緊急時の措置 

 

１． 注意報発令時 

(ア) 体育授業・部活動 

激しい運動を避け、視程障害発生状況が悪いと判断される場合または

異常が出た場合は、直ちに屋外授業を中止し、屋内に退避する。 

（イ）休息時 

 直ちに屋外活動を中止し屋内に退避する。 

（ウ）教室 

 状況に応じて戸外に面した窓を閉める。 

    （エ）その他 

都教育長から公立学校に特別の指示事項がある場合は、それに準ず

る。 

 

   ２． 警報発令時 

    （ア）すべての校舎外活動は中止する。 

    （イ）外にいた生徒は水道水でよく手を洗い、洗顔、うがいを励行させるとと

もに、症状によっては学校医等の協力を得て適切な処置をとる。異常

者多数発生の場合は、校長室を臨時保健室とし、重傷者は保健室にい

れる。この場合、学級担任が各家庭に電話で連絡し状態を説明、迎え

を依頼する。  

 

３． 通報系統 

(ア) 通報受信（事務職員）→ 保健室 → 副校長または教務主任 → 

指導部主任 → 全校（教員、生徒） 

(イ) 注意報、警報発令時には、旗を職員室前のベランダに出す。 

(ウ) 保健体育科、技術科など屋外で活動する可能性のある教科に連絡をする。 

 

 

＊被災状況を把握後、校長は附属学校運営部に報告する。 

 

 

 

 

 



 

１2．学級閉鎖について 

学校保健安全法 第四節 感染症の予防 第二十条 

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の

休業を行うことができる 

 

竹早中学校校則  第 5章 第 17条の 3 

 「前 2 項に規定するもののほか、校長は、非常事態、感染症、その他特別の理由がある

ときは、臨時に学校の全部または一部の休業を行なうことができる。」 

 

学級閉鎖の手順 

１．把握・報告：学級担任（欠勤のときは、該当学年担任） 

・感染症等による欠席が、在籍の 2 割前後の場合、養護教諭（不在のときは

指導部主任）と学年主任（担任）に連絡する。 

・感染症等による欠席と早退者が、在籍の 2 割を超えたときは、その時点で、

出席生徒の罹患状況も調査の上、報告する。 

 

２．集計・情報収集：養護教諭（不在時は保健主事、両者不在の時は 

指導主任） 

  ・一校時終了時点で、他の学級の欠席状況も調査する。 

  ・校医に相談し、保健所からの情報を得る。 

  ・集計後教務主任（不在の時は副校長）に報告する。 

 

  ３．連絡・調整：教務主任（不在時は副校長） 

  ・校長、副校長に報告し、関係者を招集し協議できるようにする。 

  ・関係者は、校長、副校長、主幹、教務主任、指導部主任、該当学年主任、

保健主事、養護教諭とする。 

 

＊状況を把握後、校長は附属学校運営部に報告する。 

 

 

 

 

 

 



  ４．決定 

   校長・副校長・主幹 

   ・前記の協議の上、閉鎖の要不要、閉鎖期間、下校時刻を決定する。 

   ・管理職が不在の時は、主幹が、主幹も不在の時は教務主任が、教務主

任も不在の時は指導部主任が、指導主任が不在の時は研究主任が、以

上のすべての者が不在の時は該当学年主任が、上記協議の上、管理職

と連絡をとり、その上で決定する。 

  

５．決定後の処置 

副校長   

・校長に連絡し、事務職員を通して附属学校部に報告する。 

・全教員に通知する。 

             （代行主幹・教務主任） 

 

   主幹・教務主任  

・「学級閉鎖の知らせ」を作成する。 

   ・在校の全教員を招集する。 

   ・関係する講師、不在の教員に連絡する。 

              （代行副校長） 

 

   保健主事・養護教諭 

   ・保健主事は、養護教諭の助言により学校医に連絡し保健所に報告する。 

              （代行指導部主任・主幹） 

 

   指導部主任 

   ・パン業者に連絡する。 

             （代行教務主任・主幹） 

   

   学級担任 

   ・「学級閉鎖のお知らせ」を配布し、閉鎖中の生活について指導し、速や

かに下校させる。 

 

 

 

 

 



1３．その他 

 

体罰 

１）体罰を加えた教員は、速やかに校長へ報告する。 

２）生徒がケガをした場合は、保健室で応急手当をし、必要に応じて病院へ

搬送する。保護者へも連絡をとる。 

３）学校安全委員による緊急対策会議にて対応を検討する。 

４）校長は附属学校運営部へ報告する。（以後、逐次報告を行う） 

５）他の生徒の動揺を抑えるための対応をとる。 

６）加害の事実が認められた場合は、校長と加害者は速やかに生徒・保護者

に謝罪する。 

７）校長は、事実関係を詳細に調査し、結果を全職員に知らせる。 

８）必要に応じて、学級・学年の保護者会を行う。 

     

いじめ 

１）いじめが疑われる場合の情報は、速やかに学年、指導部主任、副校長、

校長に報告する。 

２）校長はいじめ対策委員会を招集し、対応を検討する。 

３）校長は附属学校運営部へ報告する。（以後、逐次報告を行う） 

４）学年を中心に、いじめの事実関係について調査し、指導部主任、副校長、

校長に報告する。   

５）報告された事実から、いじめを受けた生徒、いじめた生徒、学級・学年の

生徒への指導内容・方法を検討し、速やかに指導を行う。 

６）指導の内容・方法は、全職員、いじめを受けた生徒の保護者、いじめた生

徒の保護者に報告する。 

７）必要に応じて、学級・学年の保護者会を行う。 

 

台風（その他気象警報） 

午前６時 00 分の時点で本校通学区域の東京都２３区（東部・西部）、多摩

北部、神奈川県東部（横浜・川﨑）、埼玉県南部（南西部、南中部、南東部）、

千葉県北西部（東葛飾）のいずれかに、警報（波浪警報を除く）が発令中で

あれば、次のような措置をとる。このことは６：00 の気象情報（NHK テレ

ビ・ラジオ，気象庁ホームページ）を視聴して判断し、エマージェンシーコ

ールを通じて連絡する。 

 



   １．午前６時の時点での気象状況や交通情報を参考にする. 

   ２．始業を遅らせたり、休校措置が必要になる状況が確認された場合     

   ※午前６時３０分にエマージェンシーコールを流す。 

   ①天候の回復や交通網の復旧が短時間で見込めないことが予想される場合 

    →休校、行事の中止・延期などの内容で連絡→自宅学習 

 

     ②しばらくすれば天候の回復や交通網の復旧が見込めるかもしれない場合 

    →９時まで自宅待機の内容で連絡→自宅待機 

    ＜９時の時点で＞ 

   ③その後も天候の回復や交通網の復旧が見込めないことが予想される場合 

    →休校、行事の中止・延期などの内容で連絡→自宅学習 

        ※すでに天候が回復している、あるいはその後天候が回復する見込みの場合 

        →３時間目から登校し、３時間目以降の授業を行う。→始業を遅らせて登校 

 

 ※６時３０分の時点でエマージェンシーコールがなかった場合は登校する。また、遅ら

せて登校の連絡が入った場合でも、地域的に悪天候や交通機関の大混雑などで通学に支障

や危険がある場合は、学校に連絡して通学を見合わせるよう指導する。 

 

 ＊対処を行った場合、校長は附属学校運営部へ報告する。 

 

交通機関のスト 

 １）交通機関ストの場合、次のように処置する。 

   午前６時 30 分までにＪＲ・大手私鉄ストが解決した場合は、平常授業と

する。この場合、交通機関の混雑が予想されるので、危険を避けて無理

のないように登校させる。 

午前６時 30 分までにＪＲ・大手私鉄ストが解決しない場合は、家庭学習

とする。この場合は、子ども安全連絡網を通じて連絡する。 

 

マスコミへの対応：マスコミへの対応の必要性が予見された場合、校長は附属

学校運営部へその旨の報告を行う。 

 １）窓口（校長、副校長）を一本化し、要旨を整理し発表する。憶測や個人

の考えは話さない。その他の教職員は「校長の発表以外には話すことは

ありません」で通し、一切コメントしない。 

 ２）事実はすべて公表するという原則に立つが、公表できる部分とできない

部分（個人のプライバシーに関することなど）を明確にして、取材に応

じる。 



 ３）学校側の過失等の事実があれば、謝罪の意を表す。 

 ４）取材場所と時間を限定する。 

 ５）質疑応答の記録をとっておく。 

  

 

 

 

                                以上 


